
和歌山工業高等専門学校における会計機関等の使用する公印の管守規則 

        

制  定 平成１６年４月１日 

最近改正 平成１８年４月１日 

（目的） 

第１条 この規則は、和歌山工業高等専門学校における会計機関等の使用する公印の管守責任

を明確にし､公印に関する事故防止の万全を期することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「公印」とは、次の各号に掲げる会計機関等の使用する公印で、独

立行政法人国立高等専門学校機構の会計機関の使用する公印に関する規則第２条第２項の目

的を有するものをいう。 

一 契約担当役 

二 出納命令役 

三 出納役 

四 物品管理役 

五 不動産管理役 

（監守責任者） 

第３条 公印の管守責任者を別表のとおり指定する。 

２ 公印の管守責任者に事故あるときは、係長以上の職位にある者を命じなければならない。 

（公印の保管） 

第４条 公印の管守責任者は、公印の保管に当たっては､独立行政法人国立高等専門学校機構金

庫管守規則第２条に規定する金庫に保管しなければならない。 

２ 公印を格納する印箱は、第２条各号の会計機関等として指定された職位ごとに区分しなけ

ればならない。 

       

     附  則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

附  則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

 



別表（第３条関係） 

部  局  名 事務を担当する職位 会計機関名 公印管守責任者 

事務部長 

契 約 担 当 役 

出 納 命 令 役 

不動産管理役 

事務部長 

和歌山工業高等専門学校 

総務課長 
物 品 管 理 役 

出 納 役 
総務課長 

 


